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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２７年第１回美幌町議会定例会第７日目の会

議を開きます。

────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、１番新鞍峯雄さん、２番大江道

男さんを指名します。

────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので御了承願います。

なお、髙木監査委員、本日午後より１３日

まで欠席の旨、届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

────────────────────

◎日程第２ 議案第１２号から

議案第４２号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

２号美幌町自治基本条例の一部を改正する条

例制定についてから議案第４２号平成２７年

度美幌町病院事業会計予算についてまでの３

１件を議題とします。

昨日に引き続き、提案者からの説明を求め

ます。

それでは、説明をお願いします。

病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） それでは、議

案の３０２ページ、議案第４２号平成２７年

度美幌町病院事業会計予算について御説明い

たします。

予算書の５４３ページをお開き願います。

新年度の予算計上では、経常経費のほか、

収益的収支で医師４名、看護師１名、理学療

法士、さらには、病院内で居宅介護支援事業

所を立ち上げる検討を進めるために介護福祉

士などの採用を見込んだ予算と、資本的収支

では医療機器購入の予算措置を行ったところ

であります。

第１条、平成２７年度美幌町の病院事業会

計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量及び第３条、収益的

収支の予定額は記載の金額で、実施計画及び

説明書で御説明申し上げます。

次に、５４４ページをお開き願います。

第４条、資本的収支として、資本的収支に

不足する記載の金額を定め、過年度分損益勘

定留保資金で補塡するものとし、資本的収入

及び支出はそれぞれ記載の金額で、内容は実

施計画及び説明書で御説明申し上げます。

第５条、企業債であります。

医療機器更新のため、限度額を定め、金

額、起債の方法、利率等は記載のとおりであ

ります。この起債につきましては、元利償還

金の４分の１、２２.５％が交付税措置され

るものであります。

第６条、一時借入金の限度額を定めるもの

であります。

第７条、議会の議決を経なければ流用でき

ない経費として、職員給与費、交際費はそれ

ぞれ記載のとおりであります。

次に、５４５ページの第８条、他会計から

の補助金として、一般会計からの補助金はそ

れぞれ地方公営企業法のルール分補助として

の繰り入れを行うものであります。
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次の国保会計からの補助金である直診施設

健康管理事業補助金は、病院が実施する健康

管理事業として予算計上し、第９条は、たな

卸資産の限度額を定めるものであります。

第１０条の重要な資産の取得としては、予

定価格が７００万円を超える医療機器の購入

のため、超音波診断装置一式ほかを定めるも

のであります。

次に、５４７ページをお開き願います。

収益的収入及び支出についてであります。

医業収益では、入院・外来収益として、医

師４名の増員を見込んだ収益を計上しており

ます。その他医業収益のうち、医療相談収益

として、新規にピロリ菌検査として平成２６

年度実施の中学生の１年から２年の未実施者

４２名及び転入者、さらには、既に検査を実

施し陽性となった２５名を含む計５０名を、

町から委託を受けるものであります。

一般会計負担金は、地方公営企業法のルー

ル分の繰り入れを行い、その他の収益は所要

額をそれぞれ計上しております。

次に、５４９ページをお開き願います。

医業外収益として、一般会計補助金と国保

会計補助金については第８条で御説明した補

助を予定し、一般会計負担金については地方

公営企業法に定めるルール分の繰り入れを行

うものであります。

不採算地区病院の運営に要する経費とし

て、本年度は１億１,６９８万８,０００円を

繰り入れるものであります。

公立病院改革プランに要する経費として、

交付税措置相当額を計上し、その他の収益で

は、病棟看護師の夜勤人員確保のため、月２

回の夜間保育の業務委託を考えており、１回

の利用に第１子１,５００円、第２子１,００

０円の負担を求め、予算計上しております。

それ以外の収益は、所要額を計上しており

ます。

次に、５５１ページをお開き願います。

医業費用であります。

給料、手当の中で、医師給与は、新規採用

医師４名と６月末で退職予定の雨宮医師を含

む１０名の計上を行い、医師以外の給与で

は、看護師１名の増員と理学療法士、介護福

祉士の採用を含めた予算計上を行っているも

のであります。

また、手当の法定福利費のマイナスで予算

から減じている金額は、会計制度変更による

６月手当に係る前年度賞与引当金でありま

す。

次の賞与引当金繰入額については、翌年度

６月手当支給に係る引当金相当額でありま

す。賃金については、臨時医師賃金として所

要額を計上し、臨時職員につきましては新規

に准看護師２名、助手１名を含めた３５名の

計上となっております。

材料費は、所要額を計上しております。

次に、５５３ページをお開き願います。

このページは、医療消耗備品費ほか、各項

目とも所要額を計上しております。

次に、５５５ページをお開き願います。

委託料の職員児童夜間保育委託料について

は、夜勤看護師の確保のため、月２回、民間

の保育事業者へ夜間保育を新規に委託し、そ

れ以外の費用はそれぞれ所要額を計上してお

ります。

次に、５５７ページをお開き願います。

減価償却費からそのほかの経費についても

所要額を計上させていただきました。

次に、５５９ページをお開き願います。

雑損失以下の経費についても、それぞれ所

要額を計上しております。

次に、５６１ページをお開き願います。

資本的収入及び支出でございます。

収入では、一般会計出資金として地方公営

企業法の繰り入れ基準による繰り入れを行

い、企業債は、医療機器更新などの財源充当

のため計上し、一般会計負担金は、医療機器

のリース資産に該当する医療機器の元金、利

息を繰り入れするものであります。

次に、５６３ページをお開き願います。

資本的支出であります。

建設改良費では、１０条の医療機器更新の

ための所要額を計上しておりますけれども、
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内容としては、超音波診断装置、泌尿器科用

として、前立腺生検用エコー、ホルミウムヤ

グレーザー、これは、要するに、尿路結石、

尿管結石の石を砕く機械であります。それ

と、泌尿器科検診台、膀胱内視鏡洗浄装置、

膀胱鏡、前立腺手術装置、尿管鏡、膀胱ビデ

オスコープなどを購入予定であります。その

他、ナースコールシステム、汚物洗浄装置、

電話交換機、電子カルテ・医事システムなど

の購入を行おうとするものであります。

リース資産の購入費は、医療機器などの償

還元金、利息であります。

企業債償還金は、借り入れの企業債の償還

元金であります。

なお、収益的・資本的収支における町から

の総繰入金は、当初予算３億５,９１２万３,

０００円で、新年度の交付税措置として新た

に措置予定の第２種不採算地区病院交付額を

含め３億１９４万円となり、差し引き町負担

額は、当初予算では５,７３８万３,０００円

となっております。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） 議案の説明が終わり

ましたので、疑問点等を整理するために、暫

時休憩をします。

再開はおおむね午後３時５０分を目途とし

ておりますが、状況に応じて再開しますの

で、御了承いただきたいと思います。

午前１０時１２分 休憩

────────────────

午後 ３時５０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日はこれで延会することに

決定しました。

────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

します。

午後 ３時５１分 延会
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